
鴻巣市における学校部活動の地域移行に関する概案

国や県の動向

令和２年９月 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革／文部科学省
令和３年６月６日 運動部活動の地域移行に関する検討会議提言／スポーツ庁
令和３年８月９日 文化部活動の地域活動に関する検討会議提言／文化庁
令和４年１２月 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する

総合的なガイドライン」の策定について（通知）
令和５年７月７日 埼玉県地域クラブ活動の整備・充実に係る指針の策定に向

けた基本的な考え方（方針）について（通知）／埼玉県教委
令和６年３月 埼玉県地域クラブ活動推進計画の策定について（通知）

背景・課題

●少子化（鴻巣市生徒数H19･3528人→R5･2685人）
●休日を含めた部活動や経験のない部活動指導に
よる学校教職員の負担（勤務時間を除いた１か月
の在校時間が８０時間を超える中学校教職員の割
合R4.6月・11.5%）
⇒生徒のニーズに応える部活動の実現と

学校の働き方改革の推進が喫緊の課題

学校部活動

地域クラブ等へ

令和５年度以降
休日部活動を段階的に地域移行

【基本理念】 「学校と地域で育む子供たちの未来」
【目 的】 地域クラブ活動の整備・充実を図ることにより、生徒に多様な活動機会を提供する
〈基本的な方向性〉
・ 地域クラブ活動を段階的に整備・充実することにより、中学校部活動や習い事に加えて、生徒
が多様なスポーツ・文化芸術活動を自ら選択できる環境を提供する

・ まずは、休日は地域クラブ活動を基本とし、平日は学習指導要領の趣旨を踏まえ、中学校部活動
を継続する

【体制移行期間】
（１）活動環境整備期間

令和５年度から令和７年度までを「活動環境整備期間」とし、各市町村が国の補助金等を活用
して休日の地域クラブ活動の実証事業を行い、活動環境の整備を進める

（２）活動環境定着期間
令和８年度から令和１０年度までを「活動環境定着期間」とし、各市町村が地域の実態に応じ

て、休日の地域クラブ活動を段階的に拡大し、定着を図る
※ただし、令和８年度以降の国の動向によっては、必要に応じた見直しを検討する。
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運営方針推進計画
ガイドライン等策定

休日の部活動地域移行
に係る実証モデル開始

休日の部活動の
地域移行を順次
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学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等
に関する総合的なガイドラインより（文科省）

平日の部活動の
地域移行に向けた
検討を継続

保護者・生徒・地域等への周知
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